
新たな森林管理システムの早期構築を求める意見書

我が国の森林面積は、国土面積の３分の２に当たる約２，５００万ヘクタールであ

り、このうち約１,０００万ヘクタールを占める人工林の約半数が主伐期となってい

る。しかし、これら人工林のうち、主伐による原木供給量は、年間成長量の約４割に

とどまり、残りの６割強は未利用のままとなっている。

また、保有山林面積が１０ヘクタール未満である林家の割合が８７％であることか

ら、多くの小規模な森林所有者によって山林が保有されている現状にある。

このような中、多くの森林所有者は経営意欲が低く、素材生産業者等の林業経営者

が経営規模拡大の意欲を持っていても、事業地となる森林を十分に確保することが困

難な現状にある。

よって、国においては、このミスマッチを解消し、林業の成長産業化と森林資源の

適切な管理を図り、森林の管理経営の集積や集約化を推進する新たな森林管理システ

ムを早期に構築するため、次の措置を講ずるよう強く要望する。

１ 適切な森林管理を促すために、森林所有者の森林管理の責務を明確化すること。

２ 森林所有者が森林を管理できない場合は、市町村が森林管理の委託を受け、意欲

と能力のある林業経営者に再委託する仕組みを設けること。

３ 再委託できない森林や再委託されるまでの森林は、市町村が管理できるようにす

ること。

４ 森林管理の再委託を進めるために、路網整備の推進、集中的な高性能林業機械の

導入、主伐・再造林の一貫作業システムの普及を図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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